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平成２６年第４回大仙市議会定例会会議録第４号

平成２６年１２月１７日（水曜日）

議 事 日 程 第 ４ 号

平成２６年１２月１７日（水曜日）午前１０時開議

第 １ 議案第１６０号 大仙市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て （総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ２ 議案第１６１号 大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例の制定

について （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ３ 議案第１６５号 大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」の指定管

理者の指定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ４ 議案第１６６号 大仙市協和内水面漁業近代化施設及び大仙市協和広場等利用

施設の指定管理者の指定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ５ 議案第１６７号 大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設及び太田新

興緑地広場の指定管理者の指定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ６ 議案第１６８号 大仙市神岡生産物直売・食材供給施設の指定管理者の指定に

ついて （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ７ 議案第１６９号 大仙市神岡交流促進センターの指定管理者の指定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ８ 議案第１７０号 西仙北ぬく森温泉ユメリアの指定管理者の指定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ９ 議案第１７１号 大仙市中仙地域農業総合管理施設の指定管理者の指定につい

て （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１０ 議案第１７２号 協和温泉（四季の湯）の指定管理者の指定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）
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第１１ 議案第１７３号 大仙市南外ふるさと館の指定管理者の指定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１２ 議案第１７４号 史跡の里交流プラザ「柵の湯」等の指定管理者の指定につい

て （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１３ 議案第１７５号 大仙市立太田就業改善センター等の指定管理者の指定につい

て （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１４ 議案第１７６号 太田交流の森及び太田レクリエーションの森の指定管理者の

指定について （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１５ 議案第１７７号 大曲地域職業訓練センターの指定管理者の指定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１６ 議案第１６２号 大仙市太田北部地区多目的研修センター条例の制定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１７ 議案第１６３号 大仙市立太田農村環境改善センター条例の制定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１８ 議案第１６４号 大仙市多目的運動広場条例の制定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１９ 議案第１７８号 大仙市民プール等の指定管理者の指定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第２０ 議案第１７９号 大仙市西仙北緑地運動広場野球場等の指定管理者の指定につ

いて （教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第２１ 議案第１８０号 大仙市太田トレーニングセンター等の指定管理者の指定につ

いて （教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第２２ 議案第１８１号 大台スキー場の指定管理者の指定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第２３ 議案第１８２号 太田南部地区公園及び横沢東農村公園の指定管理者の指定に

ついて （建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第２４ 議案第１８３号 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第９号）

（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第２５ 議案第１８４号 平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第３

号） （教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）
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第２６ 陳情第 ２１号 専ら被保険者の利益のための年金積立金の安全かつ確実な運

用に関する陳情書の提出について

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第２７ 陳情第 ２２号 年金削減の取りやめと最低保障年金制度の実現を求める陳情

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第２８ 陳情第 ２３号 集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく

法整備等を行わないよう関係機関に意見書を提出することを

求める陳情 （総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第２９ 陳情第 ２０号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書採択に関する陳情について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第３０ 陳情第 １４号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第３１ 陳情第 １６号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求め

る陳情書 （教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第３２ 陳情第 １７号 介護従事者の処遇改善を求める陳情書

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第３３ 陳情第 １９号 介護従事者の処遇改善を求める陳情

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第３４ 意見書案第１１号 専ら被保険者の利益のための年金積立金の安全かつ確実な

運用に関する意見書 （質疑・討論・表決）

第３５ 意見書案第１２号 年金削減の取り止めと最低保障年金制度実現を求める意見

書 （質疑・討論・表決）

第３６ 意見書案第１３号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書 （質疑・討論・表決）

第３７ 意見書案第１４号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意

見書 （質疑・討論・表決）

第３８ 意見書案第１５号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求

める意見書 （質疑・討論・表決）
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第３９ 意見書案第１６号 介護従事者の処遇改善を求める意見書

（質疑・討論・表決）

第４０ 各委員会からの閉会中の継続審査及び所管事務調査の申し出について

出席議員（２６人）

１番 冨 岡 喜 芳 ２番 秩 父 博 樹 ４番 佐 藤 隆 盛

５番 後 藤 健 ６番 佐 藤 育 男 ７番 石 塚 柏

８番 藤 田 和 久 ９番 佐 藤 文 子 １０番 小 山 緑 郎

１１番 茂 木 隆 １２番 佐 藤 芳 雄 １３番 古 谷 武 美

１４番 武 田 隆 １５番 金 谷 道 男 １６番 高 橋 幸 晴

１８番 小 松 栄 治 １９番 渡 邊 秀 俊 ２０番 佐 藤 清 吉

２１番 児 玉 裕 一 ２２番 高 橋 敏 英 ２３番 千 葉 健

２４番 大 山 利 吉 ２５番 本 間 輝 男 ２６番 鎌 田 正

２７番 橋 本 五 郎 ２８番 橋 村 誠

欠席議員（２人）

３番 細 谷 洋 造 １７番 大 野 忠 夫

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 副 市 長 久 米 正 雄

副 市 長 老 松 博 行 教 育 長 三 浦 憲 一

代 表 監 査 委 員 福 原 堅 悦 総 務 部 長 佐 藤 芳 彦

企 画 部 長 小 松 英 昭 市 民 部 長 山 谷 勝 志

健 康 福 祉 部 長 小野地 淳 司 農 林 商 工 部 長 佐々木 誠 治

建 設 部 長 小 松 春 一 上 下 水 道 部 長 岩 谷 友一郎

病 院 事 務 長 柴 田 敬 史 教 育 指 導 部 長 小笠原 晃

生 涯 学 習 部 長 滝 沢 清 寿 次長兼総務課長 伊 藤 義 之
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議会事務局職員出席者

局 長 木 村 喜代美 次 長 伊 藤 雅 裕

副 主 幹 田 口 美和子 副 主 幹 冨 樫 康 隆

主 査 佐 藤 和 人

午前１０時００分 開 議

○議長（橋村 誠） おはようございます。

これより本日の会議を行います。

欠席の届出は３番細谷洋造君、１７番大野忠夫君であります。

○議長（橋村 誠） 本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

○議長（橋村 誠） 日程第１、議案第１６０号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長１５番金谷道男君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、１５番。

【１５番 金谷道男議員 登壇】

○総務民生常任委員長（金谷道男） おはようございます。

本会議第３日、当委員会に審査付託となりました事件について、去る１２月１０日、

委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求め、慎重審査いたしましたので、その経過

及び結果について、ご報告いたします。

議案第１６０号「大仙市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」に

つきましては、当局の説明に対し、委員から「出産育児一時金の見直しで現行の３９万

円から４０万４千円に引き上げることになるが、実際の出産費用、分娩にかかる経費は

どのくらいになるのか。」との質疑には「医療機関によりばらつきがあるものの、通常

の出産費用で４０万円前後となっている。」との答弁がありました。

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、原案のとおり可決すべきも

のと決した次第であります。

以上で報告を終わります。
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○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

【１５番 金谷道男議員 降壇】

○議長（橋村 誠） これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なし

と認めます。

これより議案第１６０号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第２、議案第１６１号から日程第１５、議案第１７７号

までの１４件を一括して議題といたします。

本１４件に関し、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長１６番高橋幸晴君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、１６番。

【１６番 高橋幸晴議員 登壇】

○企画産業常任委員長（高橋幸晴） おはようございます。

今期定例会、本会議第３日に当常任委員会に審査付託となった事件につきまして、去

る１２月１０日に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしまし

たので、その経過及び結果についてご報告いたします。

議案第１６１号「大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例の制定につい

て」は、当局の内容説明に対し、委員から「この施設について、平成２７年度から市が

直営で管理する予定であるとのことだが、集落等に無償譲渡するなどは考えなかったの

か。」との質疑に対し、当局からは「これまで自治会等で利用する建物については地元

に譲渡してきているが、この敬愛館は太田東部地域の基幹的な集会施設で、広域的に利

用されている。平成２７年度からは市において直営で管理する方向であり、施設を譲渡

する検討はしていない。」との答弁がありました。
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その他、２、３の質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結

果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第で

あります。

次に、議案第１６５号「大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」の指定管

理者の指定について」から議案第１７７号「大曲地域職業訓練センターの指定管理者の

指定について」までの１３件につきましては、当局からの内容説明に対し、委員から、

ペアーレ大仙の指定管理者の指定についてでは「利用者が増えれば指定管理料の減額に

つながると思われるが、利用率向上のため、どのような施策をとっているか。」との質

疑に対し、当局からは「利用者アンケートによるニーズ調査を行い、講座の統廃合や人

気のある講座などに随時入れ替えを行っている。また、文化講座としての美術館巡り等

の実施やキッチンスタジオなどの環境整備、ポイント制の導入などを行い、受講生の確

保に努めている。利用者以外の市民に対しては、四半期ごとにパンフレットを配布し講

座内容の紹介に努め、市の広報では料理教室等の講座を宣伝している。」との答弁があ

りました。

また、委員から、各指定管理者の指定に共通した質問として「指定管理者の募集に際

し、公募と非公募があるが、どのように取り扱っているのか。」との質疑に対し、当局

からは「第三セクターを基準に、第三セクターの施設は非公募、第三セクター以外の施

設は公募として取り扱っている。」との答弁がありました。

その他、２、３の質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結

果、出席委員の一致をもちまして、本１３件は原案のとおり可決すべきものと決した次

第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

【１６番 高橋幸晴議員 降壇】

○議長（橋村 誠） これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なし

と認めます。

これより議案第１６１号及び議案第１６５号から議案第１７７号までの１４件を一括
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して採決いたします。本１４件に対する委員長報告は原案可決であります。本１４件は、

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本１４件は、原案のとおり可決され

ました。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第１６、議案第１６２号から日程第２２、議案第１８１

号までの７件を一括して議題といたします。

本７件に関し、委員長の報告を求めます。教育福祉常任委員長１０番小山緑郎君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、１０番。

【１０番 小山緑郎議員 登壇】

○教育福祉常任委員長（小山緑郎） おはようございます。

本会議第３日に当委員会に審査付託となりました事件につきまして、去る１２月１０

日に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしましたので、その

経過及び結果についてご報告いたします。

議案第１６２号「大仙市太田北部地区多目的研修センター条例の制定について」から

議案第１６４号「大仙市多目的運動広場条例の制定について」でありますが、当局の内

容説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本

３件は原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第１７８号「大仙市民プール等の指定管理者の指定について」であります

が、当局の内容説明に対し、委員から「経費的にこれまで大曲体育館、武道館の清掃業

務は指定管理に含まれていなかったが、今回新たに含むことによっての増額なのか。」

との質疑があり、それに対して当局からは「これまでは市が本庁舎と一括で清掃業務委

託契約を結び行っていた。平成２７年度からは管理施設の責任の所在を明確にするため、

指定管理料に含み、指定管理者が行うこととし、その分の増額となっている。」との答

弁がありました。

その他、２、３の質疑がありましたが、当局説明を了とし、討論はなく、採決の結果、

出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第１７９号「大仙市西仙北緑地運動広場野球場等の指定管理者の指定につ
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いて」でありますが、当局の内容説明に対し、委員から「平成２８年度から平成２９年

度までの指定管理料の減額について、営業努力で利用料収入を増額させることにより、

指定管理料は減額申請されたということであるが、もし計画どおりの伸びがなかった場

合はどのようになるのか。」との質疑があり、それに対して当局からは「申請手続きの

際に指定管理者側から営業努力により実績を伸ばすことで指定管理料は減額することが

可能であるという提案があり、その内容で協定書を結ぶことになる。この協定書により、

仮に実績が伸びなかったとしても、指定管理料に変更が生ずるものではないと考えてい

る。」との答弁がありました。

その他、２、３の質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結

果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第１８０号「大仙市太田トレーニングセンター等の指定管理者の指定につ

いて」及び議案第１８１号「大台スキー場の指定管理者の指定について」でありますが、

質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本２件は原案のとおり

可決すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。

○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

【１０番 小山緑郎議員 降壇】

○議長（橋村 誠） これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なし

と認めます。

これより議案第１６２号から議案第１６４号及び議案第１７８号から議案第１８１号

までの７件を一括して採決いたします。本７件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本７件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本７件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第２３、議案第１８２号を議題といたします。
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本件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長２３番千葉健君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、２３番。

【２３番 千葉健議員 登壇】

○建設水道常任委員長（千葉 健） ご報告いたします。

今期定例会、本会議第３日に当委員会に審査付託となりました事件につき、去る１２

月１０日に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしましたので、

その経過及び結果について、ご報告申し上げます。

議案第１８２号「太田南部地区公園及び横沢東農村公園の指定管理者の指定につい

て」につきましては、当局からの内容説明に対し、委員から「この２つの公園は、主に

どのように利用されているのか。」との質疑があり、当局からは「これらの公園は地域

の花の拠点となっており、スイセン・桜・菖蒲などの花々が四季折々に見られ、訪れた

方々の癒しの場として利用されている。また、公園内の池にはミズナモ・ミクリといっ

た希少な水生植物、イバラトミヨなど貴重な淡水魚が生息しており、子どもたちの自然

観察の場としても利用されている。」との答弁がありました。

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決す

べきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

【２３番 千葉健議員 降壇】

○議長（橋村 誠） これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なし

と認めます。

これより議案第１８２号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。
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○議長（橋村 誠） 次に、日程第２４、議案第１８３号及び日程第２５、議案第１８４

号の２件を一括して議題といたします。

本２件に関し、各委員長の報告を求めます。はじめに、総務民生常任委員長１５番金

谷道男君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、１５番。

【１５番 金谷道男議員 登壇】

○総務民生常任委員長（金谷道男） ご報告いたします。

議案第１８３号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第９号）」のうち、当常任

委員会に所管する予算については、当局の補正予算の説明に対し、債務負担行為の通学

路グリーンベルト設置事業費において、委員から「グリーンベルトの耐用年数はどのく

らいあるものなのか。」との質疑に「耐用年数についてはグリーンベルトは今年度が初

めての取り組みとなり、除雪等の方法により異なるが、２、３年が目安と考えてい

る。」との答弁でした。

また、別の委員からは「グリーンベルトは、道路交通法上の規制にはなっておらず、

仮に交通事故等が発生した場合に市が責任を負うということはないのか。」との質疑に

は「設置にあたっては、歩道が設置されている場所や道路の幅員が一定以上にならない

場合には設置しないなど、市の関係課、支所等で現場を調査した上で、警察からも了解

をいただきながら設置している。」との答弁でした。

さらに委員からは「グリーンベルトはドライバーに通学路ということを、はっきりわ

かる方法として大変有効である。現在は学校に近い部分だけに限られているが、子ども

たちが歩く道路は満遍なく設置されるよう検討いただきたい。」との要望もありました。

また、「県道のグリーンベルトは１１月中に設置されたようであり、今後は大仙市の

対応と同じように雪解け後すぐ設置されるよう県にお願いしていただきたい。」との要

望もありました。

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、原案のとおり可決すべきも

のと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません
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か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

【１５番 金谷道男議員 降壇】

○議長（橋村 誠） 次に、企画産業常任委員長１６番高橋幸晴君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、１６番。

【１６番 高橋幸晴議員 登壇】

○企画産業常任委員長（高橋幸晴） ご報告いたします。

同じく議案第１８３号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する補正予算に

つきましては、当局からの内容説明に対し、委員から、大仙市誕生１０周年記念式典及

び座間市との友好交流都市協定締結式経費について、「記念式典の参加者はどれくらい

を予定しているか。」との質疑に対し「５周年記念式典の時は７９１人の参加者で、

１０周年式典では会場の収容人数の１，０００人を目標としている。」との答弁があり

ました。

次に「功労者・功績者は行政関係者ばかりでなく、できるだけ一般市民の方を中心に

表彰してほしいと思うが、どのように検討されているか。」との質疑に対し、当局から

は「大仙市表彰規則に基づき選定していくことになるが、市民賞、特別賞の規定もある。

受賞者の選考にあたっては、今後検討してまいりたい。」との答弁がありました。

さらに、「座間市からは協定締結式にどれくらいの人数で来るのか。また、旅費はど

こが支払うのか。」との質疑に対し、「市長、副市長、教育長、議長、友好都市推進委

員会委員のほか関係職員の１５名程度が訪れる予定で、旅費については座間市の負担と

なる。」との答弁がありました。

次に、農林商工部所管の元気な中山間地域農業応援事業費について、委員から「この

プランを策定する５地区の選定方法は、どのようにして行われたのか。」との質疑に対

し、当局からは「農林統計上の山間地域である協和船岡地区、南外外小友地区の２地区。

これに加え振興山村と特定農山村の２つの条件を満たす地区が追加で対象とされており、

その地区が西仙北土川地区、協和荒川地区、峰吉川地区の３地区となっている。合わせ

て５地区がこの事業の対象地区として県から指定されている。」との答弁がありました。

その他、２、３の質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結
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果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第で

あります。

以上で報告を終わります。

○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

【１６番 高橋幸晴議員 降壇】

○議長（橋村 誠） 次に、教育福祉常任委員長１０番小山緑郎君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、１０番。

【１０番 小山緑郎議員 登壇】

○教育福祉常任委員長（小山緑郎） ご報告いたします。

議案第１８３号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきまして

は、当局からの補正内容の説明に対し、障がい者施設整備事業補助金について委員から

「今後さらなる補助は発生するのか。」との質疑があり、それに対して当局からは「建

設費については法人が直接国や県に申請している補助金のほか、自主財源と借入金を充

てることになっている。今回の補助は、法人が障がい者が通所できる施設を整備し、障

がい福祉サービスの環境を整えることに対しての支援であり、運営費も含め、今後さら

なる補助は考えていない。」との答弁がありました。

また、法人立保育所補助金・法人立幼稚園補助金について委員から「保育士等の処遇

改善を行うための経費ということで、良いことではあるが、若い保育士が職場を離れる

のは賃金の問題ばかりでない。今回、一時金で補助しても根本的な解決にはならない。

もう少し現場を見ていただきたい。人的配置も含め、業務内容の改善が必要と思うが、

どのように考えているのか。」との質疑があり、それに対して当局からは「処遇改善に

ついては平成２７年度からの子ども・子育て支援新制度において、国等からの運営費に

含まれることから、改善されるものと期待している。また、保育所の指導監査について

市で行っているが、保育士は子どもにかかわっている時間のほかに書類整備の時間が非

常に多いという実態が認められたので、保育所に対して引き続き業務内容の改善につい

て指導してまいりたい。」との答弁がありました。
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また、学校施設天井等落下防止対策事業費について委員から「今回、足場を組んで作

業すると思われるが、体育館の照明で暗いところがある。これを機会に照明器具の清掃

等をしていただけないものか。」との質疑があり、それに対して当局からは「この事業

は照明器具も該当になっているため、ＬＥＤに取り替えを行っていきたいと考えてい

る。」との答弁がありました。

その他、２、３の質疑がありましたが、当局の補正説明を了とし、討論はなく、採決

の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。

次に、議案第１８４号「平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第３

号）」につきましては、当局からの補正内容の説明を了とし、質疑・討論はなく、採決

の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。

以上で報告を終わります。

○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

【１０番 小山緑郎議員 降壇】

○議長（橋村 誠） 次に、建設水道常任委員長２３番千葉健君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、２３番。

【２３番 千葉健議員 登壇】

○建設水道常任委員長（千葉 健） ご報告いたします。

議案第１８３号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきまして

は、当局からの補正内容の説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の

一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより議案第１８３号及び議案第１８４号の２件を一括して採決をいたします。本

２件に対する委員長報告は原案可決であります。本２件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本２件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第２６、陳情第２１号から日程第２８、陳情第２３号ま

での３件を一括して議題といたします。

本３件に関し、委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長１５番金谷道男君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、１５番。

【１５番 金谷道男議員 登壇】

○総務民生常任委員長（金谷道男） ご報告いたします。

陳情第２１号「専ら被保険者の利益のための年金積立金の安全かつ確実な運用に関す

る意見書の提出について」及び陳情第２２号「年金削減の取りやめと最低保障年金制度

の実現を求める陳情」の２件につきましては、その願意を妥当と認め、採決の結果、出

席委員の一致をもちまして、本２件は採択すべきものと決した次第であります。

次に、陳情第２３号「集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法

整備等を行わないよう関係機関に意見書を提出することを求める陳情」につきましては、

集団的自衛権容認の閣議決定は、アメリカと一緒に自衛隊が海外に行き戦争をする、人

を殺し合う環境に日本国民を投じるということが間違いないことであり、憲法の前文及

び第９条の観点からいっても許されない問題であることから願意を認め採択する意見と、

集団的自衛権はあってしかるべき。他国に出て行き戦争を行うようなことは、ない内容

になっており、専守防衛を主としている。中国や韓国との島の問題等を鑑みれば、集団

的自衛権はやらざるを得ない。自分の国は自分で守ることが大前提であるなどから願意

を認めることはできず、不採択する意見と、国民に対する説明不足がマスコミなどで取

り上げられており、もっと議論を尽くすべきであり、さらに調査検討を要するとして継
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続審査を求める意見がありました。

継続審査を求める意見があったことから、最初に継続審査を諮りましたが、賛成少数

により閉会中の継続審査は否決されました。

採決に入り、賛成少数により、本件は不採択すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

【１５番 金谷道男議員 降壇】

○議長（橋村 誠） これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 討論なしと認めます。

これより陳情第２１号及び陳情第２２号の２件を一括して採決いたします。本２件に

対する委員長報告は採択であります。本２件は、委員長報告のとおり決することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本２件は、採択することに決しまし

た。

これより陳情第２３号を採決いたします。この採決は起立によって行います。本件に

対する委員長報告は不採択であります。本件は、採択することに賛成の諸君の起立を求

めます。

（賛成者３人 起立）

○議長（橋村 誠） 起立少数であります。よって本件は、不採択と決しました。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第２９、陳情第２０号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長１６番高橋幸晴君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、１６番。

【１６番 高橋幸晴議員 登壇】
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○企画産業常任委員長（高橋幸晴） ご報告いたします。

陳情第２０号「林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見

書採択に関する陳情」については、願意を妥当と認めるとの意見があり、採決の結果、

出席委員の一致をもちまして、本件は採択すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

【１６番 高橋幸晴議員 降壇】

○議長（橋村 誠） これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 討論なしと認めます。

これより陳情第２０号を採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本件は、採択することに決しました。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第３０、陳情第１４号から日程第３３、陳情第１９号の

４件を一括して議題といたします。

本４件に関し、委員長の報告を求めます。教育福祉常任委員長１０番小山緑郎君。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） はい、１０番。

【１０番 小山緑郎議員 登壇】

○教育福祉常任委員長（小山緑郎） ご報告いたします。

陳情第１４号「ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情」及び陳

情第１６号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める陳情書」に

つきまして、願意妥当と認め、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本２件は採

択すべきものと決しました。

次に、陳情第１７号「介護従事者の処遇改善を求める陳情書」及び陳情第１９号「介
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護従事者の処遇改善を求める陳情」につきましては、陳情項目が同様であったため、一

括して審査し、願意を妥当と認め、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本２件

は採択すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。

○議長（橋村 誠） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

【１０番 小山緑郎議員 降壇】

○議長（橋村 誠） これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 討論なしと認めます。

これより陳情第１４号、陳情第１６号から陳情第１７号及び陳情第１９号の４件を一

括して採決いたします。本４件に対する委員長報告は採択であります。本４件は、委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本４件は、採択することに決しまし

た。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第３４、意見書案第１１号から日程第３９、意見書案第

１６号までの６件を一括して議題といたします。

意見書案第１１号及び意見書案第１２号は総務民生常任委員長から、意見書案第１３

号は企画産業常任委員長から、意見書案第１４号から意見書案第１６号は教育福祉常任

委員長から、それぞれ提出されております。

お諮りいたします。意見書案第１１号から意見書案第１６号までの６件については、

会議規則第３７条第３項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本６件については、提案理由の説明

は省略することに決しました。



- 189 -

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております６件については、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会には付託いたしません。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 討論なしと認めます。

これより意見書案第１１号から意見書案第１６号までの６件を一括して採決いたしま

す。本６件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本６件は、原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。ただいま議決されました意見書案第１１号から意見書案第１６号

までの６件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきまして

は、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整理

は議長に委任することに決しました。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第４０、各委員会からの閉会中の継続審査及び所管事務

調査の申し出についてを議題といたします。

各委員長から審査及び調査中の事件につき、会議規則第１０４条並びに１１０条の規

定により、お手元に配付いたしましたとおり閉会中の継続審査及び所管事務調査の申し

出がありました。

お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び所管事務

調査とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり決し

ました。
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○議長（橋村 誠） 以上で、本定例会の日程は全部終了いたしました。

これにて平成２６年第４回大仙市議会定例会を閉会いたします。

長期間にわたり、大変ご苦労さんでした。

午前１０時３８分 閉 会
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

平成 年 月 日

大仙市議会議長

議 員

議 員

議 員
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